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施策の大綱 3 自然と調和した活力のある快適なまちづくり

【施策13】 産業の振興によるにぎわいの創出

進捗状況を見る主な指標

市民・事業者の取組内容

● 地域の商店や商店会などで積極的に購買します。
● まつりやイベントの企画から開催まで積極的に参画します。

● 農業生産者は、農業の生産性の向上をめざし、農業に対する親しみや関心を高め、地域で採れた農産物を
提供します。また、農地所有者は、意欲ある農業者に対し、農地の提供を行います。

● イベントの共催など観光振興に積極的に参画します。
● 安定的な雇用機会の提供に努めます。

就労及び労働支援のイベントの開催数

目標値（R12）

5回

現状値（R6）

３回

基準値（R1）

３回

大阪狭山ブランド※の登録数 3件

10,200人

1件1件

指 標 名

UP

市　民

事業者

市民意識の主な指標

「活気あふれる商工業と雇用機会の拡大に満足している」と思う市民の
割合

目標値（R12）現状値（R6）

11.4％

基準値（R1）

7.8％

指 標 名

市民・事業者の取組内容

産業まつり参加者数 9,000人10,000人

6回観光誘客イベントの実施回数 8回4回

第4章

豊かな心と文化を
育むまちづくり
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施策の大綱 4 豊かな心と文化を育むまちづくり

【施策14】 生涯学べる環境づくり 基本計画

第4章：豊かな心と文化を育むまちづくり

誰もが生涯学習活動に積極的に参加し、学習の成果が地域社会で活かされるまちをめざします。

体育協会やスポーツ推進委員、総合型地域スポーツクラブなど地域団体と連携し、いつでも、どこでも、

だれでもスポーツを行えるまちをめざします。

将来あるべき姿（めざすべき方向性） 行政の取組内容

施策の背景（現状、課題、社会潮流）

施策連携

人生100年時代の到来や、個人の価値観、ライフスタイルが多様化するなか、すべての人に活躍の場があり、

元気に活躍し続けられる社会、安心して暮らすことのできる社会をつくることが重要です。そのためには、

乳幼児期から高齢期に至るまで、生涯にわたる学習が必要です。

生涯学習を通じて、家庭や地域、高齢者と若い世代等、環境や世代を超えて、ふれあい、交流できる機会

をつくり、地域課題の解決に向け、市民・市民活動団体・事業者・行政等のさまざまな人と人がつながり、支え

合えるまちを共に創ること（共創）が必要となっています。

子どもから高齢者まで多様な世代が健康で豊かな人生を送るため、身近なところで気軽に身体を動かす

スポーツへのニーズが高まっています。健康長寿社会の実現をめざす中で、生涯にわたってそれぞれのライフ

ステージ※に応じてスポーツに親しむための環境づくりが必要となっています。

● 教育振興基本計画（令和7～11年度）
● 生涯学習推進計画（令和4～13年度）

分野別計画等

連携する施策
6

7

15

2

2

4

高齢者が安心して暮らせる地域づくり

障がいがある人の自立と社会参加の促進

市民文化・歴史文化の振興

大綱 施策

● 教員や専門性のある地域人材と連携・協力しながら、市
民の誰もが参加できる学びの場を提供するとともに、大
学と連携した官学協働による事業の展開や、民間事業者が展開する生涯学習の取組みとも連携し、学習の機会を拡
充します。また、熟年大学を支援し、高齢者がそこで生きがいを感じ、仲間づくりなどにつながる多様な学習機会を協
働して提供します。

● 自主的な市民活動を支援する市民活動支援センター※において、まちづくり大学をはじめとする各種講座などの学習
の場を提供するとともに、その成果を地域活動やボランティア活動で活かせる機会を提供します。

● 生涯学習の拠点である公民館や図書館を中心に、市民のさまざまな学習ニーズに対応できるように、事業内容の充
実を図ります。また、さまざまな社会教育事業を通じて、多様な学びのきっかけづくりを含め、市民の学びを支援する
とともに、地域社会を支え、活躍できる人材の育成に努めます。

● 「大阪狭山市生涯学習推進計画」に基づき、子どもから大人まで生涯にわたり「いつでも、どこでも、だれでも」自由に
機会を選択して学ぶことができ、それが個人のキャリアやボランティア活動、地域社会の発展などに生かされる生涯
学習社会の実現に向け取り組みます。

（1）生涯学習の推進

● 誰もが生涯スポーツに親しみ、健康で生きがいのある生
活を送れるよう、各施設の利用率の向上に努めるととも
に、学校体育施設開放などによる利用者の拡大を図るほか、各種スポーツ教室の開催や、イベントやスポーツ活動団体
の情報提供を行います。

（2）スポーツの普及・振興

Ⅱ－②

重点施策

進捗状況を見る主な指標

市民・事業者の取組内容

● 生涯学習活動に積極的に参加するとともに、活動を支える担い手同士の輪を広げます。
● スポーツを通して、健康増進や体力向上などを意識します。

● 地域ぐるみの生涯学習活動を支援します。
● 市民の学習活動を支援します。
● 気軽にスポーツができる機会を提供します。

公民館利用者数

目標値（R12）

82,000人

現状値（R6）

79,648人

基準値（R1）

66,248人

スポーツ施設利用者数 320,000人257,577人268,766人

指 標 名

UP

市　民

事業者

市民意識の主な指標

「図書館や公民館などにおいて生涯学習のための機会が整っている」と
思う市民の割合

目標値（R12）現状値（R6）

53.6％

基準値（R1）

48.6％

指 標 名

市民・事業者の取組内容
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【施策15】 市民文化・歴史文化の振興 基本計画

第4章：豊かな心と文化を育むまちづくり

誰もが文化・芸術活動に積極的に参加し、その成果が地域社会で活かされるまちをめざします。

郷土への誇りと愛着を持ち、歴史文化遺産を未来へ継承するまちをめざします。

将来あるべき姿（めざすべき方向性） 行政の取組内容

施策の背景（現状、課題、社会潮流）

施策連携

個性豊かで心を大切にする文化芸術の創造をめざし、「大阪狭山の豊かな文化芸術を育むビジョン」に

基づき、今後も文化芸術活動の支援に取り組む必要があります。

狭山池や、史跡に追加指定された池守田中家旧宅、狭山藩北条氏関連文化財、高野街道をはじめとする

歴史街道などの数多くの歴史文化遺産の適切な保存・活用を進めるとともに、歴史文化遺産継承の担い手

を確保し、地域においても取り組める体制を整備する必要があります。

● 大阪狭山の豊かな文化芸術を育むビジョン
● 歴史文化基本構想
● 史跡狭山池保存活用計画
● 文化財保存活用地域計画（令和6～15年度）

分野別計画等

連携する施策
13

14

3

4

産業の振興によるにぎわいの創出

生涯学べる環境づくり

大綱 施策

● 個性豊かな市民文化を創造するため、文化会館を拠点に、
優れた文化・芸術に触れる機会を提供するとともに、市
民の自主的な文化・芸術活動を支援し、文化団体やグループの育成を図ります。

（1）文化・芸術の振興

● 文化財保存活用地域計画に基づき、本市のシンボルであ
る史跡狭山池等、指定・未指定の歴史文化遺産に関する
普及や調査を継続するとともに、歴史文化遺産の魅力発信と保存・活用を進め、本市に愛着を持つことのできる学校教
育などへの学習の支援、市民などとの協働の強化を図ります。また、史跡に追加指定された池守田中家旧宅の整備と
情報発信に地域とともに取り組みます。

（2）歴史文化遺産の保存・活用

Ⅲ－①

重点施策

進捗状況を見る主な指標

市民・事業者の取組内容

● 文化・芸術に触れるとともに、自らも活動の担い手として、積極的に活動に参加します。
● 市の歴史を学び、親しみ、活動の中心となって歴史文化遺産の保存と活用に努めます。

● 市民の文化活動を支援します。

文化会館施設利用率

目標値（R12）

77.5％

現状値（R6）

74.0％

基準値（R1）

74.6％

企画展開催期間中の狭山池博物館利用人数 10,000人8,489人8,916人

指 標 名

UP

市　民

事業者

市民意識の主な指標

「大阪狭山市内の歴史や伝統文化について興味がある」と思う市民の
割合

目標値（R12）現状値（R6）

53.8％

基準値（R1）

51.5％

指 標 名

市民・事業者の取組内容



86　第五次大阪狭山市総合計画（改訂版）

豊
か
な
心
と
文
化
を
育
む
ま
ち
づ
く
り

第
4
章

施策の大綱 4 豊かな心と文化を育むまちづくり

【施策16】 互いに人権を尊重する共生社会づくり 基本計画

第4章：豊かな心と文化を育むまちづくり

すべての人が年齢、性別及び性自認・性的指向、障がいの有無、人種、民族、出自、宗教、経済的地位等を

理由に差別、排除されることなく、かけがえのない存在として尊重される多文化共生のまちをめざします。

将来あるべき姿（めざすべき方向性） 行政の取組内容

施策の背景（現状、課題、社会潮流）

施策連携

本市では、これまで「大阪狭山市人権文化をはぐくむまちづくり条例」、「大阪狭山市人権行政基本方針」

に基づき、人権教育・啓発、人権擁護の各施策を展開してきました。近年では、グローバル化の急速な拡大

や情報技術の発展に伴い、インターネットを利用した情報発信が容易になり、年齢、性別、出自、障がいの

有無などを理由に他者の尊厳を損なう行為が行われています。また、各種ハラスメントは、個人としての尊

厳や人格を不当に傷つけるなど人権に関わる許されない行為です。今後も、「部落差別解消推進法」や「障害

者差別解消法」、「大阪府人権尊重の社会づくり条例」をはじめとする人権関係法令等を踏まえながら、啓

発活動や人権擁護を目的とした相談体制の充実を図る必要があります。

また、「大阪狭山市男女共同参画推進条例」に基づき、男女共同参画の推進に関する施策を総合的・計画

的に実施するための行動計画とDV防止基本計画、女性活躍推進計画、困難女性支援基本計画を策定し、

男女共同参画推進センター「きらっとぴあ」※を拠点として、男女共同参画社会の実現に向けた取組みを

行っています。さらに、女性の孤独・孤立や性に対する暴力、ワーク・ライフ・バランス※の推進など、現在問題

となっている課題への取組みを充実する必要があります。

世界共通の願いである核兵器廃絶に向けた取組みとして、「核兵器廃絶・平和都市宣言」の趣旨を踏まえ、

国内外の市町村が加盟する「平和首長会議」の一員として、また、戦略兵器による唯一の被爆国として、市

民の核兵器廃絶に向けた機運の醸成に努め、核兵器禁止条約について未署名国の早期批准をめざす等の

取組みが求められています。

国内では、海外から日本に来て定住する外国人が10年間で約100万人増加しており、本市においては、

令和７年（2025年）３月末で661人（住民基本台帳人口）となっています。労働力の確保に向けた入国管理

法の改正等を踏まえ、本市においても、定住している、または定住しようとする外国人が言葉や文化の違い

を原因とした諸課題に困窮しないよう、相談体制の充実や環境整備が求められています。

● 人権行政基本方針
● 男女共同参画推進プラン（令和6～15年度）
● ＤＶ防止基本計画（令和6～15年度）
● 女性活躍推進計画（令和6～15年度）
● 困難女性支援基本計画（令和6～15年度）
● 核兵器廃絶・平和都市宣言

分野別計画等

連携する施策
1

3

4

7

1

1

2

2

安心して子育てができる環境づくり

子どもや若者の健全育成

地域福祉の推進

障がいがある人の自立と社会参加の促進

大綱 施策

● 「大阪狭山市人権文化をはぐくむまちづくり条例」、「大阪
狭山市人権行政基本方針」に基づき、すべての人が年齢、
性別及び性自認・性的指向、障がいの有無、人種、民族、出自、宗教、経済的地位等を理由に差別、排除されることのな
い社会の確立をめざし、人権啓発活動や人権擁護を目的とした情報提供・相談体制の整備に取り組むとともに、ハラ
スメント対策など人権に関する研修を行います。また、インターネットを利用して他者の尊厳を損なうなどの悪質な
事象については、定期的にモニタリングを実施し、プラットフォームに対しての削除要請に努めます。

（1）人権尊重社会の確立

● 「大阪狭山市男女共同参画推進条例」、「大阪狭山市男女
共同参画推進プラン」に基づき、男女共同参画社会実現
のための意識啓発や、あらゆる暴力防止のための相談体制の充実に取り組みます。

● ジェンダー平等の実現に向けて、政策・方針決定過程への女性の参画拡大や、ワーク・ライフ・バランスの実現に向け
た環境整備、多様な働き方への支援に取り組みます。

（2）男女共同参画社会の確立

● 「核兵器廃絶・平和都市宣言」に基づき、恒久平和を希求
するため、平和の尊さの発信や戦争体験の継続的な継承
に取り組むとともに、世界の各都市と連携し、核兵器廃絶に向けた取組みを推進します。

（3）恒久平和の希求

● 本市に定住または定住しようとする外国人あるいは、外国
にルーツを持つ人に対し、言葉や文化の違いを理由とし
た諸課題を解消するため、市民団体と連携した居場所づくりや情報提供のあり方等の検討、「教育機会確保法」を踏ま
えた読み書き教室の運営に取り組みます。

（4）多文化共生の推進
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【施策16】 互いに人権を尊重する共生社会づくり
豊かな心と文化を育むまちづくり施策の大綱 4

第5章

安全で安心できる
まちづくり

進捗状況を見る主な指標

市民・事業者の取組内容

● すべての人がかけがえのない存在として尊重される、人権文化をはぐくむまちづくりをめざして、人権教育
や啓発活動に参画します。

● 男女が互いに人権を尊重する、男女共同参画社会への実現に向けた取組みに参画し、活動の輪を広げま
す。また、身近な男女共同参画社会の環境づくりとして、家庭でできることからはじめます。

● 平和事業に参加することを通じて、戦争の記憶、記録を次世代に伝え、生命の大切さ、平和の尊さ、核兵器
廃絶への認識を高め、恒久平和の実現を希求します。

● 人種、国籍、民族、宗教、文化の違いを理由に排斥や排除を行うことなく、地域社会における多文化共生社
会の構築に参画します。

●企業内研修などにより、人権教育・啓発に取り組みます。また、企業の社会的責任（CSR）の観点からステー
クホルダーとともに、社会課題の解決を図ります。

●性別にかかわりなく、個性と能力を十分に発揮できる職場づくりを進めます。
●安心して働くことのできるハラスメントのない職場づくりを進めます。
●市民団体や行政と連携して平和への貢献に取り組みます。
●外国人人材の受け入れについて、制度で明記されている受け入れ機関としての義務履行に加え、地域にお
ける共生社会の実現に向けて最大限の取組みを行います。

人権連続学習講座への参加者数

目標値（R12）

120人

現状値（R6）

75人

基準値（R1）

̶（注1）

審議会などへの女性の参画率 40％以上
60％以下25.3％28％

平和を考える市民のつどいへの参加者数 400人228人300人

指 標 名

UP

市　民

事業者

市民意識の主な指標

「性別にかかわりなく、共に個性や能力を発揮できる社会になっている」
と思う市民の割合

目標値（R12）現状値（R6）

27.0％

基準値（R1）

40.6％

指 標 名

市民・事業者の取組内容

識字・日本語教室啓発事業等への参加者数 50人30人̶（注2）

(注1）「人権連続学習講座への参加者数」について、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、中止したことから基準値（R1）は「－」
　　　としています。
(注2）「識字・日本語教室啓発事業等への参加者数」について、「識字・日本語教室啓発事業」は、令和2年度（2020年度）からの事業で
　　　あることから、基準値（R1）は「－」としています。
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